
 

石油やガスの２次基地における施設の耐災化に係る補助事業の拡充 

 

                                              政策提言先  経済産業省 

政策提言の要旨 

 南海トラフ地震が発生した場合には、揺れによる地盤の液状化や、津波による浸水被害

に加え、地盤沈下による市街地での長期浸水の発生が想定されております。 

そのような津波浸水エリアである本県の浦戸湾沿岸域には、石油・ガス施設が集積して

おり、これらの施設が被災すれば、流出した石油などとがれきが混ざり合うことで津波火

災が発生する恐れがあります。 

津波火災は、市街地に向けて延焼し住民の生命や財産に甚大な被害を及ぼしかねず、最

悪の場合には、津波避難ビルへの影響も懸念されるほか、石油・ガス施設の被災により応

急対策活動に必要となる燃料の供給も困難になります。 

こうした最悪のシナリオを防ぐためには、石油・ガス施設の耐災化が必要不可欠であり、

本県のみならず、津波火災が想定される太平洋等の各沿岸域においては、喫緊の課題であ

ります。 

このため、南海トラフ地震によって津波火災が想定される地域にある石油・ガス施設の

耐災化を推進するための補助事業の拡充を提言します。 

 

【政策提言の具体的内容】 

○補助対象の拡充 

石油・ガス施設の耐災化を推進するために、石油コンビナートにおける製油所等

の強じん化（平成29年度経済産業省事業）並みに補助事業を拡充 

・設備の安全停止対策（配管の緊急遮断弁の増強 等） 

・耐震・液状化対策（タンカー桟橋・背後護岸、貯槽・構内配管の強化 等） 

【政策提言の理由】 

  本県では、南海トラフ地震発生時における石油・ガス施設の地震・津波対策の検討のた

め、学識経験者等を委員とする「高知県石油基地等地震・津波対策検討会」を設置し、地

域の重要なエネルギー拠点となる石油・ガス施設の被害の軽減はもとより、これらの施設

からの石油やがれき等の流出による被害の拡大を軽減するための対策の検討を行ってき

ております。 

  その検討会の中で、石油・ガス施設の耐震照査を実施し、Ｌ１地震動では、照査した全

ての施設で耐震性能を有しているものの、液状化により地盤が変形することで配管類への

影響が懸念されること、また、Ｌ２地震動では、貯槽本体には致命的な被害は無いものの、

貯槽を支える部材の一部で耐力不足を確認しております。 

国は、「石油コンビナートの生産性向上及び強靭化推進事業費」により、国内の供給

拠点となる一定規模以上の製油所の耐災化のための補助事業を行っております。 

しかしながら、本県のタナスカ地区や中ノ島地区といった燃料供給の２次基地である

石油、ガス施設の耐災化のための補助事業は一部のガス施設を除き、現状では無いこと

などから、中小の事業者が設置している施設の耐災化が進まない状況となっています。 

                   【高知県担当課】危機管理部 危機管理・防災課  


